
新たな広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定について 

 

１ 現行の広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について 

⑴ 策定根拠 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）の第６条第１項において、市町村は区域

内の一般廃棄物の処理に関する計画（一般廃棄物処理計画）を定めなければならないとされており、その計画に掲

げる事項については、同条第２項において次のとおり定められている。 

 

 

⑵ 計画期間 

平成２７年度～令和６年度(１０年間) 

計画期間を前期と後期に分け、令和元年度を中間目標年度、令和６年度を最終目標年度とし、前期計画期間の状

況を踏まえ、令和３年３月に計画の中間見直しを行った。 

 

⑶ 計画の構成 

【別紙１参照】 

 

⑷ 関連計画等との関係 

現行の広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「現行基本計画」という。）は、廃棄物処理法の規定に基づ

き策定したものであり、国の法律・計画や広島県の「広島県廃棄物処理計画」、本市の「広島市総合計画」、「広島市

環境基本計画」等との整合を図り、長期的・総合的な視点のもと、本市における一般廃棄物処理を計画的に推進する

ための方針を示している。 

また、食品ロスの削減の推進に関する法律及び広島市食品ロス削減推進条例に基づき策定している、食品ロス削

減推進計画については、現行基本計画の中に位置付けて策定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新たな広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定について 

現行基本計画の計画期間が来年度で終了することから、新たな広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下   

「新計画」という。）を策定する。 

新計画については、令和６年４～６月頃に閣議決定予定の「第六次環境基本計画」及び「第五次循環型社会形成推進

基本計画」や、令和５年６月に閣議決定された「廃棄物処理基本方針」及び「廃棄物処理施設整備計画」、令和４年４

月に施行した「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」、本市において令和５年４月に施行した「広島市

食品ロス削減推進条例」など、国等における方針の動向を踏まえて策定する。 

 

＜策定のポイント＞ 

⑴ 食品ロス削減に関する取組の重点化 

本市の食品ロス削減に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「広島市食品ロス削減推進条例」等の内

容を踏まえ、食品ロス削減推進計画を改定する。 

現行の食品ロス削減推進計画は、ごみ減量・リサイクルに関する施策の一つとして現行基本計画の中に記載し

ているが、新計画では食品ロス削減に関する内容を個別に章立てし、新たに食品ロス削減目標を設定することに

加え、食品ロス削減に関する目的や施策、行政・事業者・消費者等のそれぞれに求められる行動や役割など、より

詳細な事項を記載する。 

⑵ プラスチック資源循環の促進 

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の趣旨に基づき、既にリサイクルを行っている容器包

装プラスチックに加え、現在焼却処分している製品プラスチックのリサイクルについて検討を行い、対応方針を

記載する。 

⑶ 廃棄物分野における脱炭素化の推進 

国における２０５０年までの脱炭素社会の実現の観点を踏まえ、一般廃棄物処理に伴う温室効果ガス排出量の

削減等に向けた取組など、廃棄物分野における脱炭素化に関する内容を記載する。 

⑷ 新たな減量目標の設定とそれに対応する施策の検討 

国及び広島県における一般廃棄物の減量目標を参考にしつつ、現行基本計画の目標の達成状況や施策の実施状

況について検証を行い、将来の人口推計や社会情勢の変化を踏まえて、新計画の目標設定を行う。 

また、減量目標の実現に向けた施策について検討を行い、その内容を体系的に記載する。 

⑸ 新たな処理体制等の整備 

南工場の建替えや安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の更新などを踏まえた安定的なごみ処理体制の確保や、新

たなごみ処理体制に応じた分別区分・収集運搬体制等の整備について記載する。 

 

３ 策定スケジュール（予定） 

日程 本審議会における審議事項等 

令和５年１１月 
令和５年度第２回（諮問） 

「新たな広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定について」 

令和６年５月頃 
令和６年度第１回 

「広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の骨子案について」 

令和６年１１月頃 
令和６年度第２回 

「広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の素案について」 

令和７年１月頃 市民意見募集 

令和７年３月頃 
令和６年度第３回（答申） 

「広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の最終案について」 

 

１ 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

２ 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

３ 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

４ 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

５ 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

 

 

【広島市の条例・計画】 

 

 

資源有効利用促進法 

 
容器包装リサイクル法／家電リサイクル法／食品リサイクル法／ 
建設リサイクル法／自動車リサイクル法／小型家電リサイクル法 

グリーン購入法 

【国の法律・計画等】 

環境基本法 
（環境基本計画） 

広島市環境の保全及び創造
に関する基本条例 

（広島市環境基本計画） 

 

循環型社会形成推進基本法 
（循環型社会形成推進基本計画） 

廃棄物処理法 
（廃棄物処理基本方針） 

 

広島市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画 

【広島県の計画】 

食品ロス削減推進法 

広島県廃棄物処理計画 

プラスチック 
資源循環促進法 

広島県災害廃棄物処理計画 広島市災害廃棄物処理計画 

 

広島市基本計画 

広島市総合計画 
広島市基本構想 

広島市食品ロス 
削減推進条例 

資料１ 


